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   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３５号から第３８号までを次のように改める。 

（３５） 長期優良住宅の普及 

 の促進に関する法律 

  （平成２０年法律第 

  ８７号）第５条第１項

から第４項までの規定

に基づく住宅の新築に

係る長期優良住宅建築

等計画の認定の申請に

対する審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第６条第２項の規定による申出があった場

合は、甲府市建築基準法施行条例（昭和５４年１２

月条例第３７号）第２８条の２第１項（昇降機に係

る部分を除く。）及び第２項並びに第２８条の３第

１項の規定により納めることとなる手数料に相当す 

る額（次号から第３８号まで、第４０号の３、第 

４０号の４、第４１号、第４２号及び第４７号にお

いて「確認申請に係る手数料相当額」という。）を

加えた額） 

ア 申請に併せて確認書等（その住宅の構造及び設

備が長期使用構造等（長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第２条第４項に規定する長期使用構

造等をいう。）である旨が記載された確認書（住

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年

法律第８１号）第６条の２第３項に規定する確認



書をいう。）又は住宅性能評価書（同法第５条第 

 １項に規定する住宅性能評価書をいう。）をい 

 う。次号から第３８号まで、第４０号の３及び第 

 ４０号の４において同じ。）が提出された場 

 合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

 （ア） 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供

する部分を有しないものに限る。以下この号、

次号、第４０号の３、第４０号の４及び第４７ 

  号 か ら 第 ４ ９ 号 ま で に お い て 同 

  じ。） １６，０００円 

 （イ） 総戸数が５戸以内の共同住宅等（共同住宅、 

  長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい 

  う。以下この号、次号、第４０号の３、第４０ 

  号 の ４ 及 び 第 ４ １ 号 に お い て 同 

  じ。） ２５，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

 等 ３９，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ６２，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ９６，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １４３，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ２３９，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ３０３，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

 等 ３４４，０００円 



イ ア以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

（ア） 一戸建ての住宅 ４９，０００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

 等 １０８，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

 等 １７０，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ３３３，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ５９２，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １，０１４，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 １，８７４，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ２，６７９，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅 

 等 ３，２８４，０００円 

（３６） 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

５条第１項から第５項

までの規定に基づく住

宅の増築又は改築に係

る長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対

する審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第６条第２項の規定による申出があった場

合は、確認申請に係る手数料相当額を加えた額） 

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア） 一戸建ての住宅 ２５，０００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

 等 ３８，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 



 等 ５８，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ９３，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 １４４，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 ２１４，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ３５９，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ４５４，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

 等 ５１６，０００円 

イ ア以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

（ア） 一戸建ての住宅 ７３，０００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

 等 １６３，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅  

 等 ２５６，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ４９９，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ８８８，０００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １，５２２，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ２，８１２，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ４，０１９，０００円 



（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

 等 ４，９２６，０００円 

（３７） 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

づく住宅の新築に係る

長期優良住宅建築等計

画の変更（同法第９条

第１項又は第３項の規 

 定に基づく変更を除 

  く。）の認定の申請に

対する審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第８条第２項において準用する同法第６条

第２項の規定による申出があった場合は、確認申請

に係る手数料相当額を加えた額）を既に計画の認定

を受けた戸数で除して得た額に変更に係る戸数を乗

じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額） 

ア イ以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 （ア） 申請に併せて確認書等が提出された場合 第

３５号アに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額の２分の１に相当する金額 

 （イ） （ア）以外の場合 第３５号イに掲げる住宅の区

分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の２分の

１に相当する金額 

イ 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のた

めの長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の

一部を改正する法律（令和３年法律第４８号。次 

 号及び第４０号の３において「改正法」とい 

 う。）附則第２条第３項各号に掲げる長期優良住

宅建築等計画の変更をする場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア） 申請に併せて確認書等が提出された場合 第

４０号の３ア（イ）から（ケ）までに掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金

額 

 （イ） （ア）以外の場合 第４０号の３イ（イ）から（ケ）まで



に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数

料の金額と同一の金額 

（３８） 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律第

８条第１項の規定に基

づく住宅の増築又は改

築に係る長期優良住宅

建築等計画の変更（同

法第９条第１項又は第

３項の規定に基づく変

更を除く。）の認定の

申請に対する審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第８条第２項において準用する同法第６条

第２項の規定による申出があった場合は、確認申請

に係る手数料相当額を加えた額）を既に計画の認定

を受けた戸数で除して得た額に変更に係る戸数を乗

じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額） 

ア イ以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 （ア） 申請に併せて確認書等が提出された場合 第

３６号アに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額の２分の１に相当する金額 

 （イ） （ア）以外の場合 第３６号イに掲げる住宅の区

分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の２分の

１に相当する金額 

イ 改正法附則第２条第３項各号に掲げる長期優良

住宅建築等計画の変更をする場合 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 （ア） 申請に併せて確認書等が提出された場合 第

４０号の４ア（イ）から（ケ）までに掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金

額 

 （イ） （ア）以外の場合 第４０号の４イ（イ）から（ケ）まで

に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数

料の金額と同一の金額 

 別表第３９号中「第９条第１項」を「第９条第１項又は第３項」に改める。 

 別表第４０号の次に次のように加える。 



（４０）の２ 長期優良住宅の

普及の促進に関する法

律第１８条第１項の規

定に基づく住宅の容積

率に関する特例の許可

の申請に対する審査 

１件につき １６０，０００円 

 

（４０）の３ 改正法附則第２

条第２項の規定により

なお従前の例によるこ

ととされる改正法第１

条の規定による改正前

の長期優良住宅の普及 

 の促進に関する法律 

  （以下この号から第 

  ４０号の６までにおい

て「改正前長期優良住

宅法」という。）第８

条第１項の規定に基づ

く住宅の新築に係る長

期優良住宅建築等計画

の変更（改正前長期優

良住宅法第９条第１項

の規定に基づく変更を

除く。）の認定の申請

に対する審査 

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（改正前長期優良住宅法第８条第

２項において準用する改正前長期優良住宅法第６条

第２項の規定による申出があった場合は、確認申請

に係る手数料相当額を加えた額を既に計画の認定を

受けた戸数で除して得た額）に変更に係る戸数を乗

じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額） 

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

（ア） 一戸建ての住宅 ６，５００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

 等 １１，５００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

 等 １８，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ２９，５００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ４６，５００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 ７０，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同 

 住宅等 １１８，５００円 



（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同 

 住宅等 １５０，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

 等 １７０，５００円 

イ ア以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 （ア） 一戸建ての住宅 ２３，０００円 

（イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

等 ５３，０００円 

（ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

等 ８４，０００円 

（エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅  

等 １６５，０００円 

（オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ２９４，５００円 

（カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住 

宅等 ５０６，０００円 

（キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同 

住宅等 ９３６，０００円 

（ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同 

住宅等 １，３３８，０００円 

（ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

等 １，６４０，５００円 

（４０）の４ 改正前長期優良

住宅法第８条第１項の

規定に基づく住宅の増

築又は改築に係る長期

優良住宅建築等計画の

変更（改正前長期優良

住宅法第９条第１項の

１件につき、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額（改正前長期優良住宅法第８条第

２項において準用する改正前長期優良住宅法第６条

第２項の規定による申出があった場合は、確認申請

に係る手数料相当額を加えた額を既に計画の認定を

受けた戸数で除して得た額）に変更に係る戸数を乗

じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ



規定に基づく変更を除

く。）の認定の申請に

対する審査 

れを切り捨てた額） 

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

 （ア） 一戸建ての住宅 １０，０００円 

 （イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

  等 １７，０００円 

 （ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

  等 ２７，０００円 

 （エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅  

  等 ４４，５００円 

 （オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅 

  等 ７０，０００円 

 （カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住 

  宅等 １０５，０００円 

 （キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同 

  住宅等 １７７，５００円 

 （ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同 

  住宅等 ２２５，０００円 

 （ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

  等 ２５６，０００円 

イ ア以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

 （ア） 一戸建ての住宅 ３４，５００円 

 （イ） 総 戸 数 が ５ 戸 以 内 の 共 同 住 宅 

  等 ７９，５００円 

 （ウ） 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅 

  等 １２６，０００円 

 （エ） 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅 

  等 ２４７，５００円 



 （オ） 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅 

  等 ４４２，０００円 

 （カ） 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住 

  宅等 ７５９，０００円 

 （キ） 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同 

  住宅等 １，４０４，０００円 

 （ク） 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同 

  住宅等 ２，００７，５００円 

 （ケ） 総 戸 数 が ３ ０ ０ 戸 を 超 え る 共 同 住 宅  

  等 ２，４６１，０００円 

（４０）の５ 改正前長期優良 

住宅法第８条第１項の

規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の変更

（改正前長期優良住宅

法第９条第１項の規定 

 に 基 づ く 変 更 に 限 

 る。）の認定の申請に

対する審査 

１件につき １，８００円 

（４０）の６ 改正前長期優良

住宅法第１０条の規定

に基づく地位の承継の

承認の申請に対する審

査 

１件につき １，８００円 

 別表第４１号ア（イ）中「（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をい

う。以下この号において同じ。）」を削る。 

 別表第４７号ア（ア）、第４８号イ（ア）ａ及び第４９号ア（ア）中「（人の居住の用以外の

用に供する部分を有しないものに限る。以下この号において同じ。）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 



２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る

手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、審査手数料に係る所要

の改正を行うについては、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案を

提出する理由である。 

 


